
令
和
元
年
六
月
十
八
日
受
領

答
弁
第
二
一
二
号

内
閣
衆
質
一
九
八
第
二
一
二
号

令
和
元
年
六
月
十
八
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
柚
木
道
義
君
提
出
健
康
長
寿
社
会
の
構
築
、
医
師
の
働
き
方
改
革
及
び
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に

お
け
る
外
国
人
医
療
対
策
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
柚
木
道
義
君
提
出
健
康
長
寿
社
会
の
構
築
、
医
師
の
働
き
方
改
革
及
び
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ

ク
に
お
け
る
外
国
人
医
療
対
策
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
の
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
病
気
の
予
防
と
健
康
づ
く
り
の
た
め
に
包
括
的
な
財
源
を
確
保
」
す
る
こ
と
及
び
「
切
れ
目
の
な
い
健
康
長

寿
社
会
づ
く
り
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
厚
生
労
働
省
に
お
い
て
は
、
子
供
か
ら
高
齢
者

ま
で
全
て
の
国
民
が
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
に
応
じ
て
、
健
や
か
で
心
豊
か
に
生
活
で
き
る
活
力
あ
る
社
会
の
実
現
を
目
指
し
、

国
民
の
健
康
づ
く
り
を
総
合
的
に
進
め
る
「
二
十
一
世
紀
に
お
け
る
第
二
次
国
民
健
康
づ
く
り
運
動
（
健
康
日
本
二
十
一

（
第
二
次
）
）
」
を
推
進
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
健
康
増
進
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
号
）
第
十
七
条
第
一
項
及
び
第
十
九
条
の
二
（
健
康
増
進
法
施
行
規
則

（
平
成
十
五
年
厚
生
労
働
省
令
第
八
十
六
号
）
第
四
条
の
二
第
六
号
に
掲
げ
る
事
業
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
の
規
定
に
基

づ
き
市
町
村
（
指
定
都
市
を
除
き
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
八
十
四
条
第
一
項
に
規
定

す
る
一
部
事
務
組
合
を
含
む
。
）
及
び
特
別
区
が
実
施
す
る
健
康
教
育
、
健
康
診
査
等
の
事
業
に
対
し
て
都
道
府
県
が
行
う

補
助
事
業
並
び
に
指
定
都
市
が
実
施
す
る
こ
れ
ら
の
事
業
に
対
し
て
、
国
庫
補
助
が
行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

一



一
の
�
に
つ
い
て

令
和
元
年
度
予
算
に
お
い
て
、
被
保
険
者
等
が
自
ら
健
康
の
保
持
増
進
、
疾
病
の
予
防
を
行
う
こ
と
に
対
す
る
イ
ン
セ
ン

テ
ィ
ブ
を
高
め
る
た
め
の
保
険
者
に
よ
る
取
組
等
へ
の
支
援
と
し
て
、
経
済
界
、
医
療
関
係
団
体
、
地
方
自
治
体
、
保
険
者

等
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
日
本
健
康
会
議
の
活
動
指
針
で
あ
る
「
健
康
な
ま
ち
・
職
場
づ
く
り
宣
言
二
〇
二
〇
」
に
掲
げ
ら
れ

て
い
る
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
同
会
議
に
よ
る
取
組
等
を
支
援
す
る
事
業
に
必
要
な
経
費
を
計
上
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

り
、
同
会
議
に
お
い
て
は
、
当
該
事
業
に
係
る
補
助
金
を
活
用
し
て
、
都
道
府
県
単
位
で
開
催
さ
れ
る
地
域
版
の
日
本
健
康

会
議
に
対
す
る
支
援
を
行
う
予
定
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

令
和
元
年
度
予
算
に
お
い
て
、
御
指
摘
の
「
医
療
機
関
の
勤
務
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
向
上
支
援
」
の
た
め
、
病
院
長
の
意

識
改
革
や
労
務
管
理
に
関
す
る
病
院
長
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
能
力
の
向
上
を
図
る
た
め
の
研
修
の
実
施
に
必
要
な
経
費
を
計
上

し
て
い
る
。

二
の
�
及
び
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
勤
務
環
境
設
備
整
備
支
援
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
令
和
元
年
度
予
算
に

二



お
い
て
、
医
療
機
関
に
お
け
る
医
師
等
の
勤
務
環
境
改
善
に
資
す
る
設
備
の
導
入
支
援
や
御
指
摘
の
「
タ
ス
ク
・
シ
フ
テ
ィ

ン
グ
」
等
の
先
進
的
か
つ
効
果
的
な
取
組
の
普
及
を
行
う
た
め
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
機
器
等
を
活
用
し
た
取
組
等
に
よ
る
医
師
等
の
勤

務
環
境
改
善
に
係
る
先
進
的
な
取
組
を
行
う
医
療
機
関
を
支
援
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
の
先
進
的
な
取
組
の
効
果
や
課
題

を
検
証
し
、
当
該
検
証
結
果
か
ら
効
果
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
先
進
的
な
取
組
を
普
及
す
る
た
め
の
経
費
や
、
医
師
等
の

勤
務
環
境
改
善
に
係
る
好
事
例
を
医
療
機
関
に
普
及
す
る
取
組
等
を
行
う
医
療
関
係
団
体
に
対
す
る
支
援
を
行
う
経
費
を
計

上
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三
の
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
専
門
的
な
説
明
」
、
「
高
度
な
技
術
」
、
「
外
国
人
患
者
・
家
族
を
直
接
対
象
と
す
る
電
話
相
談
」
、
「
患

者
本
人
の
問
題
解
決
」
及
び
「
こ
の
よ
う
な
取
り
組
み
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ

と
は
困
難
で
あ
る
。

三
の
�
に
つ
い
て

医
療
機
関
に
お
け
る
外
国
人
患
者
か
ら
の
未
収
金
の
発
生
等
に
は
、
そ
の
背
景
に
言
語
や
文
化
の
違
い
等
も
あ
る
と
想
定

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
厚
生
労
働
省
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
行
っ
て
き
た
医
療
通
訳
者
の
医
療
機
関
へ
の
配
置
等
の
支
援

三



を
引
き
続
き
進
め
る
と
と
も
に
、
新
規
事
業
と
し
て
、
通
訳
機
能
等
を
備
え
た
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
等
の
配
置
等
の
支
援
に
必

要
な
経
費
を
令
和
元
年
度
予
算
に
計
上
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
施
策
を
通
じ
て
、
こ
う
し
た
未
収
金
の
発
生

等
の
抑
制
を
図
り
、
医
療
機
関
が
安
心
し
て
外
国
人
に
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
で
き
る
環
境
整
備
を
進
め
て
ま
い
り
た

い
。

三
の
�
に
つ
い
て

医
療
機
関
に
お
け
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
化
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
早
期
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
社
会
を
実
現
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
、
「
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
・
ビ
ジ
ョ
ン
」
（
平
成
三
十
年
四
月
経
済
産
業
省
策
定
）
等
を
受
け
て
設
立
さ
れ
た
一
般

社
団
法
人
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
推
進
協
議
会
に
お
い
て
、
医
療
機
関
に
お
け
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
の
普
及
に
関
す
る
検
討

が
行
わ
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
お
り
、
同
協
議
会
と
連
携
し
な
が
ら
、
医
療
機
関
に
お
け
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
化
の
推
進
に

つ
い
て
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。

四


